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福井市松本 3丁 目 16-10

福井県福井合同庁舎 5階

写真 :福井市 東部地区  (撮影日 :2025/11/1)

声′μデ r"・ヵlι′ 今はあまり見なくなつたと感じます。

鳥獣を追い払うために田畑に立てる人形仕掛けで、歴史は古く「古事記」にも神と

しての言葉が書き留められています。

古き良き原風景、田んぼの稲穂を見守るだけでなく地域の安全もお願いしたい。
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協会だより

新年のごあいさつ

(一社)福井県防災安全協会

会長 岩崎 新

2026年 の新春を迎え、皆様に謹んで新年のお慶びを申し上げます。
皆様のおかげをもちまして、今年も無事に新 しい年を迎えることができました。

旧年は、県をはじめ県内消防機関の皆様には、日頃より当協会及び会員に対しまし

てご指導、ご高配を賜 り厚くお礼申し上げます。

また、会員の皆様には、協会運営にご支援、ご協力を賜 り厚 くお礼申し上げます。

昨年は、私たちの業界にとりまして大きな節 目の年となりました。

令和 7年の 6月 をもつて、危険物と消防設備の協会事業が統合され、新たな体制の

もとで運用が開始されました。

この統合は、災害の多様化 。複雑化に対応 し、よリー層の安全性 と効率性を確保す

ることを目的としたものです。従来から、それぞれの分野で培われてきた知識と経験

を結集し、「総合的な防災安全」への転換が進むことは、本県の防火防災体制の強化に

とって極めて意義深いものと思います。

当協会としましても、この新しい枠組みのもと、関係機関との連携をさらに密にし、

技術取扱者、事業者の研鑽支援や制度運用の円滑化に積極的に取 り組んでまいります。

本年の干支、年年は、明るく活発で行動力が特徴です。

当協会におきましても転換期として大きな飛躍の年となり、一層地域の発展やビジ

ネスの活性化にも繁がっていくものと確信 してお ります。

消防庁の予防行政については、主にデジタル社会の実現に向けた取 り組みにより、

危険物取扱者保安講習及び消防設備士講習などのオンライン化や届出等電子申請が

実施され、保守点検のデジタル化の紺応が検討されてお ります。

こうした状況の中、当協会も関係機関のお力添えと会員相互の更なる結集力をもつ

て、より効果の上がる事業展開と保守業務の推進に取り組み、充実強化を図つて参 り

たいと思います。

会員各位におかれましては、健康に留意され業務遂行に励まれますようお祈 り申し

上げます。

結びに、本年が災害のない平穏で幸な一年になりますことを切望するとともに、皆

様方の益々のご健勝 とご多幸をお祈 り申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。
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協会だより

新年のごあいさつ

福井県防災安全部消防保安課

課長 佐野 克哉
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2026年 の新春を迎えるに当たり、謹んで新年のお慶びを申し上げます。
一般社団法人福井県防災安全協会の会員の皆様には、日頃より、県の消防・防災行

政の推進に格別の御理解と御協力を貝易り、厚くお礼申し上げます。

県内の年間火災件数は全体として減少傾向にあり、消防庁が公表した令和 6年にお

ける火災の状況によりますと、人口 1万人当たりの出火件数を表す本県の出火率は 2

11件 と、全国で 2番 目に低い数値となっております。これもひとえに、会員の皆様

方の不断の努力により、法令に基づく管理や安全対策が着実に進められているおかげ

であり、心から感謝を申し上げます。

消防用設備は、非常時に正常に作動する状態を維持することが求められます。

本県の消防用設備等点検報告率は 39,4%で あり、全国平均の 55。 2%を下回

る状況です。火災発生の予防と人的被害の未然防止を図るため、特に商業施設のよう

に不特定多数の方々が利用する建物や、病院など一人で避難することが難 しい方々が

利用する建物での消防用設備の設置や、点検報告を徹底することが求められます。

また、県内の危険物施設数は平成 27年から令和 6年にかけて 358件 減少 してい

ますが、危険物施設における事故発生件数は横ばいの状況となつております。危険物

事故の発生を未然に防止するためには、事業所における保安体制を確立し、日頃から

危険物の保安に対する意識の高揚を図るとともに、定期点検および日常点検などを着

実に行 うことが極めて重要です。

会員の皆様におかれましては、火災やその他災害から県民の生命、財産を守るため、

今後とも消防用設備の適正な設置、保全および点検等の実施や、危険物施設の適切な

保守管理に努めてくださいますようお願いいたします。

最後に、一般社団法人福井県防災安全協会の益々の御発展と、会員の皆様の御多幸

と御健勝を祈念申し上げ、新年の御挨拶とさせて頂きます。



協会だより

騨 ..! 新年のごあいさつ

福井県消防長会 会長

福井市消防局 消防局長 中 嶋 宏 和
ゝ

昨年 6月 、関係各位の御労苦のもと、防火防災の一翼を担 う2つの公益法人によつ

て貴協会が組織され、初めての輝かしい年を迎えるにあたり、謹んで新年の御挨拶を

申し上げます。日ごろは、消防用設備等全般に亘る円滑な推進及び危険物災害を防止

するため、格別なる御尽力を賜り心からお礼申し上げます。

さて、旧年中の災害を振 り返つてみますと、2月 の大船渡市を始め各地で大規模林

野火災が発生しました。また、 6月 下旬からトカラ列島で地震が頻発、 7月 には太平

洋沿岸に津波警報が発令されました。さらに、8月 には霧島市や玉名市等で大雨特別

警報が、 10月 には伊豆諸島等に暴風・波浪特別警報、大雨特別警報が発令されまし

た。 11月 には大分市で大規模住宅火災が、坂東市、名古屋市でリサイクル関連施設

火災が、香港では高層マンション火災が相次いで発生しました。そして 12月 、人戸

市で震度 6強を観測 し、初めて 「北海道・三陸沖後発地震注意報」を耳にしました。

この書面をお借 りして、被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げます。

一方、県内では比較的穏やかな一年でしたが、3月 に勝山市で私鉄列車の脱線事故、

5月 に坂井市で古利が全焼、また鯖江市ではゴミ処理施設で火災が発生しています。

以上の災害を踏まえ、県内はもとより全国の消防本部では、火災予防条例を改正し

林野火災注意報を追加する外、地震時の電気火災を防止するため感震ブレーカーの普

及促進、またリチウムイオン電池を起因とした出火防止に注力しているところです。

ついては、これら消防行政を着実に推進 して、県民の皆様の安全安心を確保するた

め、貴協会が果たされる役割は極めて大であると確言できるもので、よリー層のお力

添えを員易りたくお願い申し上げます。

令和 8年は「丙午」です。消防機関として防火防災に対する県民ニーズに応えるべ

く、「情熱的で強い意志」を持ち、貴協会を始め消防関係機関の方々と緊密に連携を図

つていく所存でございます。

結びに、貴協会の今後ますますの御発展と、会員皆様方の御健勝を祈念申し上げ、

令和 8年幕開けの御挨拶とさせていただきます。



令和8年度 主な行事、請習会の予定

行  事  等    月日や場所等が変更されることもありますので、再度ご確認ください。

講 習 会 各講習会ともに、開催の中止や月日、場所等が変更されることもあ

りますので、再度ご確認ください。

行 事 名 月 日 場  所

総 会・表彰式 5月 20日 (水 ) 福井県中小企業産業大学校

実 務 研 修 会 跡要になして実施 未定

危険物安全大会

消[′葛庁長宮等表彰式
6月  8日 (月 ) 東京都 日本消防会館

消 [′葛庁長宮等表彰式 10月 23日 (金 ) 東京都 明治記念館

請  習 月 日 場  所

消 [′葛設備土請習

(消火設備)
8月 25日 (火 )

サンドーム福井

管理会議棟 」ヽホール

消防設備主請習

(避難設備・ 消火器)
8月 26日 (水 )

消防設備主請習

(警報設備)

8月 27日 (木 )

8月 28日 (金 )

第 1種消 [′葛設備点検

資格者  〔再請習〕
6月 17日 (水)

福井県中小企業産業大学校

第2種消防設備点検

資格者  〔再講習〕
6月 18日 (木 )



危険物取扱者

保安請習

9月～ 11月中

※日程調整中

福井県産業会館

福井県中小企業産業大学校

サンドーム福井

プラザ嵩象

O[ノ与火管理講習 …福丼地区 (福井市・永平寺町)開催分

※ 請習の「受請申請」は、日本 [ノ芭火・防災協会インターネット受付となつています。

福丼県防災安全協会での受付はしておりません。 ご注意ください。
詳しくは、(―財)日本 B′盲火・ 防災協会のホームページにてご確認ください。

輿

月 日 種  別 場  所

5月 26日 (火)27日 (水 ) 甲種新規 福井県産業会館

7月 7日 (火)8日 (水) 甲・ 乙種同時新規

福井県

中小企業産業大学校8月 20日 (木)21日 (金) [′葛火 [′芭災新規

9厄 9日 (水)10日 (木 ) 甲種新規

10月 22日 (木)23日 (金 ) 甲・ 乙種同時新規 福井県産業会館

R9年   2月 2日 (火) 甲種 (再)
福井県

中小企業産業大学校
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令和 7年度

危険物・消防設備関係功労者等表彰
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令和 7年度の消防関係功労者等の表彰式が、東京都の「日本消防会館」と
「明治記念館」において執り行われました。 当協会からは、次の方々が受賞
されました。 誠におめでとうございました。

fヽ

一
Ｈ

消防庁 長官表彰

【危険物関係】 O優良事業所表彰

敦賀ターミナル株式会社

【消防設備関係】O保守功労者表彰

山 本 久 徳 氏

〔代表取締役社長 榮 誠 氏〕

〔福井市防火委員会危瞼物取扱者会〕

〔丸栄電工株式会社〕

(一財)全国危険物安全協会 理事長表彰
||

||

○個人表彰

井 上 彪 氏

O事業所表彰

有限会社鈴木米穀・LPガス 〔取締役 鈴木 昌博 氏〕



(一財)日本消防設備安全センター 理事長表彰

○消防設備保守関係者表彰

坪 田 泰 敏 氏 〔株式会社 日新電工〕

○点検済表示制度推進優良事業所表彰

小林電工株式会社 〔代表取締役社長 小林 勝幸 氏〕

<日 本消防会館>

<明治記念館 >
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…・会員の入退会 口登録内容変更について・…

(令和 7年 5月 以降 )

1 入 日退会

入会 :K― DENKO株 式会社
〃 :株式会社 ROOTl

清川 貴史 (福井市)
行方 裕詞 (小浜市)

代表取締役

代表取締役

退会 :福井市会員 2名 … (廃業)

2 登録内容変更 (会員名簿参照)

表示

登録番号
事 業 所 名 変更区分 変更内容 (新 )

162 正光設備 (株 ) 代表者 正光 哲二

215
(―財)北陸電気保安協会

福井地区本部
代表者 塙 雅秋

240 (株)SP電 機 代表者 前田 陸

265
北陸プラントサービス株式会社

福井事業所
代表者 松本 州央

以下余白

谷ムとも よろ (く お頼いいナこ(‡ す。



3 会員数

表示登録 106

部 F珂 別 会 員 数 合 計

電気設備 44

125
水系設備 24

防災設備 48

危険物 9

t ♂



協会だより

通知
通達など

令和 7年 1月 以後に発出されたもののうち、危険物及び消防用設備等に

関するものについては、以下の表のとおりです。

なお、詳細については、必要に応じてご自身でのご確認をお願いいたし

ます。 (総務省消防庁ホームページなど)

発 番 号 日 付 あ て 先 発 信 者 標    題

消防消

第 6号

消防ヤ

第 612号

消防危

第 2号

消防特

第 9号

令和 7年

1月 10日

各都道府県

消防防災

主管部長

東京消防庁。

各指定都市

消防長

消防庁消防・

救急課長

消防庁

予防課長

消防庁

危険物保安

室長

消防庁

特殊災害

室長

化学物質の審査及び製造等の規制に

関する法律施行令附則第二項の表

PFOS又はその塩 の項、PFOA又は

その塩の項又は PFHxS若 しくはそ
の異性体又はこれらの塩の項に規定

する消火器、消火器用消火薬剤及び泡

消火薬剤に関する技術上の基準を定

める省令の一 部を改正する省令の施

行に伴う留意事項について (通知)

事務連絡
令和 7年

1月 24日

各都道府県

消防防災

主管課

東京消防庁・

各指定都市

消防本部

消防庁

予防課

基準の特例を適用 した検定対象機械

器具等及び自主表示対象機械器具等

について (情報提供 )

イ肖防 十

第 30号

令和 7年

1月 30日

各都道府県

消防防災

主管部長

東京消防庁。

各指定都市

消防長

消防庁

予防課長

光警報装置の設置に係るガイ ドライ

ンの改定について (通知)



協会だより

発 番 号 日 付 あ て 先 発 信 者 標 題

消防 r'

第 75零

消防危

第 30号

消防特

第 35号

令和 7年

2月 25日

各都道府県

消防防災

主管部長

東京消防庁・

各指定都市

消防長

消防庁

予防課長

消防庁

危険物保安

室長

消防庁

特殊災害

室長

消防法令に基づく各種手続における

行政書士法違反の防止について (通

知)

辛肖防 予

第 129号

令和 7年

3月 26日

各都道府県

消防防災

主管部長

東京消防庁。

各指定都市

消防長

消防庁

予防課長

消防機関へ通報する火災報知設備の

取扱いについて

消防危

第 56号

令和 7年

3月 28日

各都道府県

消防防災

主管部長

東京消防庁・

各指定都市

消防長

消防庁

危険物保安

室長

危険物規制事務に関する執務資料の

送付について

消防危

第 55号

令和 7年

3月 28日

各都道府県

知事

各指定都市

市長

消防庁

危険物保安

室長

危険物等に係る事故防止対策の推進

について

消防予

第 139号

令和 7年

3月 28日

各都道府県

消防防災

主管部長

東京消防庁。

各指定都市

消防長

消防庁

予防課長

「消防法施行令の一部を改正する政

令等の運用について (通知)」 の一部

改正について



協会だより

発 番 号 日 付 あ て 先 発 信 者 標 題

消防 r′

第 141テ j

令和 7年

3月 31日

各都道府県

消防防災

主管部長

東京消防庁・

各指定都市

消防長

消防庁

予防課長

消防用設備等に係る執務資料の送付

について (通知)

事務連絡
令和 7年

3月 31日

各都道府県

消防防災

主管課

東京消防庁・

各指定都市

消防本部

消防庁

予防課

「消防用設備等の試験基準及び点検

要領並びに防火対象物点検の点検要

領 の一部改正について (通知)」 の一

部訂正について

事務連絡
令和 7年

4月 21日

各都道府県

消防防災

主管課

東京消防庁・

各指定都市

消防本部

消防庁

予防課

避難器具 (緩降機)の使用方法に係る

説明動画について

消防危

第 96号

令和 7年

5月 14日

各都道府県

知事

各指定都市

市長

消防庁

次長

危険物の規制に関する政令の一部を

改正する政令等の公布について

消防危

第 ■6号

令和 7年

5月 27日

各都道府県

消防防災

主管部長

東京消防庁・

各指定都市

消防長

消防庁

危険物保安

室長

危険物の規制に関する政令の一部を

改正する政令等の運用について (通

知)



協会だより

発 番 号 日 付 あ て 先 発 信 者 標 題

消防危

第 140号

令和 7年

6月 30日

各都道府県

消防防災

主管部長

東京消防庁・

各指定都市

消防長

消防庁

危険物保安

室長

製造所又は一般取扱所において電気

機械器具等を使用する場合の運用に

ついて

消防危

第 181号

令和 7年

7月 30日

各都道府県

消防防災

主管部長

東京消防庁・

各指定都市

消防長

消防庁

危険物保安

室長

危険物規制事務に関する執務資料の

送付について

消防予

第 333号

令和 7年

7月 30日

各都道府県

消防防災

主管部長

東京消防庁・

各指定都市

消防長

消防庁

予防課長

「自家発電設備、蓄電池設備及び燃料

電池設備に係る技術基準の運用 につ

いて (通知)」 の一部改正について

消防 了′

第 331孝

令和 7年

7月 30日

各都道府県

消防防災

主管部長

東京消防庁・

各指定都市

消防長

消防庁

予防課長

閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術

上の規格を定める省令及び消防法 施

行規則の一部を改正する省令等に係

る運用について (通知)

消防危

第 212号

令和 7年

9月 30日

各都道府県

知事

各指定都市

市長

消防庁

次長

危険物の規制に関する規則の一部を

改正する省令等の公布について



協会だより

発 番 号 日 付 あ て 先 発 信 者 標 題

消防 F'

t齋 ,410ケ

令和 7年

10月 3日

各都道府県

消防防災

主管部長

東京消防庁・

各指定都市

消防長

消防庁

予防課長

消防用設備等の点検要領の一部改正

について (通知)

消防 予

弟 444号‐
令和 7年

11月 12日

各都道府県

知事

各指定都市

市長

消防庁

次長

対象火気設備等の位置、構造及び管理

並びに対象火気器具等の取扱い に関

する条例の制定に関する基準を定め

る省令の一部を改正する省 令等の公

布等について

消防予

第 496号

令和 7年

11月 12日

各都道府県

消防防災

主管部長

東京消防庁・

各指定都市

消防長

消防庁

予防課長

改正火災予防条例 (例)の運用等につ

いて (通知 )

消防特

第 232号

令和 7年

11月 21日

関係都道

府県

消防防災

主管部長

消防庁

特殊災害

室長

経済産業省

産業保安・安

全グループ

高圧ガス

保安室長

石油コンビナー ト等特別防災区域の

変更に係る防災体制 について (通知 )

消防危

第 242号

令和 7年

11月 21日

関係都道

府県

消防防災

主管部長

消防庁

危険物保安

室長

危険物の規制に関する技術上の基準

の細目を定める告示の一部を改正す

る件及び 石油パイプライン事業の事

業用施設の技術上の基準の細目を定

める告示の一部を 改正する件の施行

について



協会だより

発 番 号 日 付 あ て 先 発 信 者 標 題

事務連絡
令和 7年

12月 2日

各都道府県

消防防災主

管課

東京消防庁。

各指定都市

消防本部

消防庁

予防課

NW固 定電話網の IP化に伴う消防
機関へ通報する火災報知設備の接続

回線に係る対応について

消防危

第 253号

令和 7年

12月 17日

各都道府県

消防防災

主管部長

東京消防庁・

各指定都市

消防長

消防庁

危険物保安

室長

「製造所又は一般取扱所において電

気機械器具等を使用する場合の運用

につ いて」の一部改正について

以下余白



責任をより明確に

消防用設備等適正点検の証 !!

全国統―のラベルです

このラベルは、当協会の消防用設備等点検表示制度会員です
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安全と信頼

一般社団法人福井県防災安全協会は、県民の安全を希求しています。

一般社 法人 福井県防災安全協会
事務局/福丼市松本 3丁目 16-10   TEL 0776-27-3760


